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附
属
書
八
（
第
七
章
関
係
）

自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
特
定
の
約
束

こ
の
附
属
書
の
付
録
一
及
び
付
録
二
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
日
本
国
及
び
ス
イ
ス
の
特
定
の
約
束
で
あ

る
。
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付
録
一

日
本
国
の
特
定
の
約
束

日
本
国
は
、
こ
の
付
録
の
各
節
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
求
め
る
ス
イ
ス
の
自
然
人
に
対

し
、
入
国
前
に
適
当
な
査
証
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
節

短
期
の
商
用
訪
問
者

業
務
連
絡
（
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
の
た
め
の
交
渉
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
活
動
（
日
本
国
に
お
い
て

業
務
上
の
拠
点
を
設
け
る
た
め
の
準
備
活
動
を
含
む
。
）
に
参
加
す
る
た
め
、
日
本
国
内
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
な
く
、
か

つ
、
一
般
公
衆
に
対
す
る
直
接
の
販
売
に
従
事
せ
ず
、
又
は
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
日
本
国
に
滞
在
す
る
ス
イ

ス
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
九
十
日
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可

さ
れ
る
。

第
二
節

企
業
内
転
勤
者

１

次
の

か
ら

ま
で
の
要
件
を
満
た
す
ス
イ
ス
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す

(a)

(c)

る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
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日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ

(a)
た
り
、
日
本
国
の
区
域
内
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
又
は
日
本
国
の
区
域
内
に
お
い
て
投
資
を
行
う
公
私
の
機
関

に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

当
該
公
私
の
機
関
の
日
本
国
に
お
け
る
支
店
若
し
く
は
代
表
事
務
所
に
転
任
す
る
者
又
は
当
該
公
私
の
機
関
が
所
有

(b)
し
、
若
し
く
は
支
配
し
、
若
し
く
は
当
該
公
私
の
機
関
と
関
連
し
、
か
つ
、
日
本
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
若
し
く
は
組

織
さ
れ
る
公
私
の
機
関
に
転
任
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(c)

長
と
し
て
支
店
又
は
代
表
事
務
所
を
管
理
す
る
活
動

(i)

役
員
又
は
監
査
役
と
し
て
公
私
の
機
関
を
管
理
す
る
活
動

(ii)

公
私
の
機
関
の
一
又
は
二
以
上
の
部
門
を
管
理
す
る
活
動

(iii)

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日

(iv)
本
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在

留
資
格
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
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法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又

(v)
は
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
出

入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も

の
注
釈

こ
の
付
録
の
規
定
の
適
用
上
、
公
私
の
機
関
が
他
の
公
私
の
機
関
と
「
関
連
」
す
る
と
は
、
当
該
他
の
公
私
の
機

関
が
、
当
該
公
私
の
機
関
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

を
い
う
。

２

１

又
は

に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と

(c)
(iv)

(v)

は
、
１
に
規
定
す
る
自
然
人
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い

う
。

第
三
節

投
資
家

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
ス
イ
ス
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
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は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
そ
の
経
営
を
行
う
活
動

(a)

日
本
国
の
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
い
る
も
の
に
代
わ
っ
て
そ
の
事
業
の

(b)
経
営
を
行
う
活
動

日
本
国
の
区
域
内
に
お
け
る
事
業
で
あ
っ
て
日
本
国
の
者
以
外
の
者
が
投
資
し
て
い
る
も
の
の
管
理

(c)

第
四
節

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
ス
イ
ス
の
自
然
人

日
本
国
の
法
律
に
よ
り
法
律
、
会
計
又
は
税
務
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
ス
イ
ス
の
自
然
人
で
あ
っ

て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間

（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
護
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(a)

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
管
轄
地
の
法
律
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
。
た
だ
し
、

(b)
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
外
国
法
事
務
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。
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日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
弁
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(c)

日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
海
事
代
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
海
事
代
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(d)

日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
公
認
会
計
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
会
計
士
が
提
供
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の

(e)
サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
律
に
よ
り
「
税
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
税
理
士
が
提
供
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

(f)

第
五
節

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
に
基
づ
き
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必

要
と
す
る
事
業
活
動
に
従
事
す
る
ス
イ
ス
の
自
然
人

１

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
に
基
づ
き
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず

れ
か
の
事
業
活
動
で
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
ス
イ
ス
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三

年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本

(a)
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は

(b)
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日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

注
釈

こ
の

及
び

に
規
定
す
る
活
動
に
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
活
動
を
含
む
。

(a)

(b)

会
計
検
査
サ
ー
ビ
ス

－

建
築
サ
ー
ビ
ス
、
関
連
す
る
科
学
及
び
技
術
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
技
術
試
験
及
び
分
析
サ
ー
ビ
ス

－

監
査
サ
ー
ビ
ス

－

事
業
体
の
税
務
計
画
及
び
相
談
サ
ー
ビ
ス

－

事
業
税
の
申
告
書
類
等
の
作
成
及
び
検
査
サ
ー
ビ
ス

－

機
械
及
び
工
業
設
備
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
設
置
及
び
保
守
に
関
連
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・

－

サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

航
空
機
に
関
連
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
航
空
機
の
保
守
及
び
修
理
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
エ
ン

－

ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

金
融
に
関
す
る
助
言
サ
ー
ビ
ス

－
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経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス

－

研
究
及
び
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

－
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

－

２

１
に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と
は
、
１
に
規

定
す
る
自
然
人
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科

学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。
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付
録
二

ス
イ
ス
の
特
定
の
約
束

第
一
条

適
用
範
囲

こ
の
付
録
に
は
、
自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
ス
イ
ス
の
約
束
を
定
め
る
。
こ
の
付
録
の
規
定
は
、
日
本
国
の
者
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

第
一
節

サ
ー
ビ
ス
分
野

第
二
条

自
然
人
の
分
類
に
係
る
定
義

１

２
及
び
３
に
定
義
す
る
自
然
人
の
分
類
は
、
こ
の
付
録
の
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
関
連
を
有
す
る
。

２

特
定
の
事
業
体
又
は
会
社
内
の
転
勤
と
し
て
ス
イ
ス
に
転
任
す
る
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
（
企
業
内
転
勤
者
）

ス
イ
ス
外
に
あ
る
日
本
国
の
特
定
の
事
業
体
又
は
会
社
（
以
下
こ
の
付
録
に
お
い
て
「
企
業
」
と
い
う
。
）
が
、
ス
イ
ス

に
設
立
し
た
支
店
、
子
会
社
又
は
提
携
す
る
会
社
を
通
じ
て
ス
イ
ス
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
次
の

及
び

に
定
義
さ
れ
る
者
が
、
当
該
企
業
内
の
転
勤
と
し
て
ス
イ
ス
に
転
任
す
る
と
き

(a)

(b)

は
、
当
該
者
。
た
だ
し
、
当
該
者
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ス
イ
ス
へ
の
入
国
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に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
者
に
限
る
。

役
員
及
び
上
級
管
理
職

(a)

当
該
企
業
又
は
そ
の
一
部
門
を
主
と
し
て
指
示
す
る
自
然
人
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
の
上
級
役
員
、
役
員
会
又
は
株
主

か
ら
一
般
的
な
監
督
又
は
指
示
の
み
を
受
け
る
も
の
（
当
該
企
業
の
サ
ー
ビ
ス
の
実
際
の
提
供
に
関
連
す
る
業
務
を
直
接

行
う
自
然
人
を
除
く
。
）

専
門
家

(b)

高
度
の
資
格
を
有
す
る
自
然
人
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
の
サ
ー
ビ
ス
、
研
究
設
備
、
技
術
又
は
経
営
の
分
野
に
お
け
る

高
度
の
水
準
の
専
門
知
識
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
当
該
企
業
内
に
お
い
て
重
要

な
職
責
を
有
す
る
も
の

３

ス
イ
ス
に
移
動
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者

短
期
の
商
用
訪
問
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
契
約
の
締
結
に
従
事
す
る
者

(a)

業
務
上
の
拠
点
の
設
立
に
責
任
を
負
う
短
期
の
商
用
訪
問
者

(i)

ス
イ
ス
に
業
務
上
の
拠
点
を
有
し
な
い
企
業
で
あ
っ
て
ス
イ
ス
外
に
あ
る
も
の
の
被
用
者
で
あ
る
自
然
人
が
、
ス
イ
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ス
へ
の
入
国
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
自
然
人
が
２

に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
自
然
人
。
た
だ
し
、
当
該
自
然
人
に
つ
い

(a)

て
は
、
ス
イ
ス
に
当
該
企
業
の
業
務
上
の
拠
点
を
設
立
す
る
目
的
で
ス
イ
ス
に
入
国
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
短
期
の
商
用
訪
問
者
が
業
務
上
の
拠
点
の
設
立
に
責
任
を
負
う
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
に
つ
い
て
は
、
一

般
公
衆
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
販
売
し
、
又
は
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
の
販
売
契
約
の
締
結
に
従
事
す
る
者

(ii)

企
業
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
委
任
を
受
け
て
い
る
自
然
人
が
、
当
該
自
然
人
を
雇
用
し
、
又
は
委
任
を
与
え
て

い
る
当
該
企
業
に
代
わ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
ス
イ
ス
に
一
時
的
に
滞
在
す
る
場
合
に
は
、

当
該
自
然
人
。
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
契
約
の
締
結
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
公
衆
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
直
接

販
売
し
、
又
は
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

(b)

企
業
の
被
用
者

(i)

ス
イ
ス
に
業
務
上
の
拠
点
を
有
し
な
い
企
業
で
あ
っ
て
ス
イ
ス
外
に
あ
る
も
の
（
中
央
生
産
物
分
類
（
以
下
こ
の
付
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録
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
八
七
二
に
定
義
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
を
除
く
も
の
と
し
、
か
つ
、

ス
イ
ス
に
お
い
て
実
質
的
な
事
業
活
動
に
従
事
す
る
別
の
企
業
と
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
締
結
し
て
い
る
企
業
に
限
る
。
）

の
被
用
者
で
あ
る
自
然
人
が
、
ス
イ
ス
へ
の
入
国
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
然
人
が
２

に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
自
然

(b)

人
。
た
だ
し
、
当
該
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
に
代
わ
っ
て
、

に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
自
由
職
業
家
と

(b)

し
て
ス
イ
ス
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
に
限
る
も
の
と
し
、
更
に
三
年
間
の
関
連
す
る
経
験
を
有
す
る
こ
と

を
要
件
と
す
る
。
限
ら
れ
た
数
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
許
可
さ
れ
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ

ス
契
約
毎
に
そ
の
滞
在
期
間
を
三
箇
月
間
と
し
、
か
つ
、
許
可
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
該

サ
ー
ビ
ス
契
約
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
業
務
の
範
囲
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。
当
該
企
業
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い

な
い
個
人
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
の
雇
用
市
場
へ
の
進
出
を
求
め
る
自
然
人
と
み
な
さ
れ
る
。

次
の
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
つ
い
て
は
、

の
規
定
の
対
象
と
な
る
。

(ii)

(i)

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
設
置
に
関
連
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
四
一
）

(AA)

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
実
行
等
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
四
二
）

(BB)
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研
究
及
び
開
発
の
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
一

八
五
三
）

－
(CC)

法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
一
の
一
部
）
。
た
だ
し
、
テ
ィ
ッ
チ
ー
ノ
州
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
財
政

(DD)
法
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
「
受
託
顧
問
会
計
士
」
に
よ
る
提
供
に
限
る
。

銀
行
の
監
査
を
除
く
監
査
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
二
一
一
の
一
部
）
。
た
だ
し
、
「
合
資
会
社
」
又
は
「
無
限

(EE)
責
任
社
員
に
よ
る
株
式
会
社
」
の
監
査
役
の
少
な
く
と
も
一
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
本
拠
地
、
主
要
な
事
務
所
又

は
登
録
さ
れ
た
支
店
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
計
検
査
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
二
一
二
）

(FF)

事
業
体
の
税
務
計
画
及
び
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
三
〇
一
）

(GG)

事
業
税
の
申
告
書
類
等
の
作
成
及
び
検
査
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
三
〇
二
）

(HH)

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
五
）

(II)

建
築
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
一
）

(JJ)

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
二
）
。
た
だ
し
、
地
籍
活
動
及
び
関
連
す
る
活
動
に
つ
い
て

(KK)
は
、
資
格
を
有
す
る
測
量
技
師
が
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
ス
イ
ス
の
免
許
を
付
与
さ
れ
た
場
合
に
の
み
行
う
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こ
と
が
で
き
る
。

総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
三
）

(LL)

都
市
計
画
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
四
一
）

(MM)

関
連
す
る
科
学
及
び
技
術
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
五
）

(NN)

技
術
試
験
及
び
分
析
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
六
）

(OO)

航
空
機
の
保
守
及
び
修
理
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
八
六
八
の
一
部
）

(PP)設
置
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

(c)

機
械
又
は
工
業
設
備
の
設
置
又
は
保
守
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
資
格
を
有
す
る
専
門
家
。
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
二
に
定
義
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
と
関
連
し
て
行
わ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
除

き
、
報
酬
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
、
及
び
機
械
又
は
工
業
設
備
の
製
造
者
で
あ
る
企
業
と
当
該
機
械
又
は
工
業

設
備
の
所
有
者
で
あ
る
企
業
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
設
置
又
は
保
守
に
係
る
契
約
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
一
般
規
定
、
条
件
及
び
制
限

１

第
七
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
２
及
び
３
に
定
義
す
る
分
類
に
該
当
す
る
自
然
人
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
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関
す
る
約
束
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
の
規
定
（
定
義
に
係
る
規
定
を
含
む
。
）
に
従
う
も
の
と
す
る
。
特
に
、
附
属
書
三
の

付
録
二
に
規
定
す
る
い
か
な
る
制
限
及
び
条
件
も
適
用
す
る
。
こ
の
節
の
約
束
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
が
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一

般
協
定
に
基
づ
い
て
特
定
の
約
束
を
行
っ
た
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

２

ス
イ
ス
は
、
前
条
２
及
び
３
に
定
義
す
る
分
類
に
該
当
す
る
自
然
人
に
関
す
る
措
置
を
除
く
ほ
か
、
商
用
目
的
の
自
然
人

の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
措
置
を
維
持
し
、
修
正
し
、
又
は
採
用
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
当
該
自
然
人
に

つ
い
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
条
件
及
び
制
限
並
び
に
外
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
よ
る
ス
イ
ス
へ
の
入
国

(a)

(f)

及
び
ス
イ
ス
に
お
け
る
滞
在
に
は
許
可
（
在
留
許
可
及
び
就
労
許
可
）
が
必
要
で
あ
る
と
の
条
件
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

支
店
及
び
活
動
場
所
に
お
け
る
一
般
的
な
労
働
条
件
で
あ
っ
て
、
法
律
又
は
労
働
協
約
が
規
定
す
る
も
の
（
特
に
、
報

(a)
酬
及
び
労
働
時
間
に
関
す
る
も
の
）

ス
イ
ス
に
お
け
る
職
業
の
変
更
及
び
地
理
的
移
動
を
制
限
す
る
措
置
（
例
え
ば
、
居
住
地
を
変
更
す
る
た
め
の
許
可
要

(b)
件
）社

会
保
障
及
び
公
的
年
金
計
画
に
係
る
法
律
上
の
制
度
に
関
連
す
る
規
制
（
特
に
、
資
格
期
間
及
び
居
住
要
件
に
関
す

(c)
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る
も
の
）

当
該
自
然
人
に
関
す
る
措
置
の
執
行
に
責
任
を
負
う
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
然
人
を
雇
用
す
る
企

(d)
業
が
当
該
当
局
と
協
力
す
る
と
の
要
件

補
助
金
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
及
び
税
額
控
除
の
受
給
者
と
な
る
資
格
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
の
特
定
の
地
理
的
地
域

(e)
に
居
住
す
る
自
然
人
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
限

出
入
国
管
理
、
入
国
、
滞
在
及
び
就
労
に
関
連
す
る
法
令
の
す
べ
て
の
規
定
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
に
規
定
し
て

(f)

(a)

(e)

い
な
い
も
の

３

前
条
２
に
定
義
す
る
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
期
間
に
つ
い
て
は
、
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
五
年
間
ま
で
を
限

度
と
し
て
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
に
限
る
。
同
条
３
に
定
義
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
期
間
に
つ

い
て
は
、
一
年
に
つ
き
九
十
日
間
に
限
る
。
当
該
同
条
３
に
定
義
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
許
可
が
翌
年

に
つ
い
て
更
新
さ
れ
る
場
合
に
は
、
更
新
を
申
請
す
る
当
該
自
然
人
は
、
更
新
前
と
更
新
後
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
二
回
の
滞

在
期
間
の
間
に
、
少
な
く
と
も
二
箇
月
間
ス
イ
ス
外
に
滞
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

ス
イ
ス
に
お
け
る
雇
用
期
間
に
制
限
の
な
い
雇
用
契
約
に
基
づ
く
無
期
限
の
又
は
更
新
可
能
な
在
留
許
可
に
よ
っ
て
ス
イ
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ス
へ
入
国
し
、
又
は
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
又
は
一
時
的
な
雇
用
を

目
的
と
し
て
ス
イ
ス
へ
入
国
し
、
又
は
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
者
と
は
み
な
さ
な
い
。

第
四
条

最
恵
国
待
遇
の
制
限

第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
す
べ
て
の
分
類
の
自
然
人
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
限
る
。
）
の
移
動
に
つ
い
て
規
定
す
る
二
国
間

協
定
で
あ
っ
て
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
公
国
又
は
欧
州
共
同
体
若
し
く
は
そ
の
加
盟
国
と
ス
イ
ス
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
も

の
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
節

非
サ
ー
ビ
ス
分
野

第
五
条

自
然
人
の
分
類
に
係
る
定
義

１

２
及
び
３
に
定
義
す
る
自
然
人
の
分
類
は
、
こ
の
付
録
の
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
関
連
を
有
す
る
。

２

特
定
の
企
業
内
の
転
勤
と
し
て
ス
イ
ス
に
転
任
す
る
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
（
企
業
内
転
勤
者
）

ス
イ
ス
外
に
あ
る
日
本
国
の
特
定
の
企
業
が
、
ス
イ
ス
に
設
立
し
た
支
店
、
子
会
社
又
は
提
携
す
る
会
社
を
通
じ
て
ス
イ

ス
に
お
い
て
非
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
事
業
活
動
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
次
の

及
び

に
定
義

(a)

(b)

さ
れ
る
者
が
、
当
該
企
業
内
の
転
勤
と
し
て
ス
イ
ス
に
転
任
す
る
と
き
は
、
当
該
者
。
た
だ
し
、
当
該
者
に
つ
い
て
は
、
重
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要
な
職
責
を
有
す
る
者
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ス
イ
ス
へ
の
入
国
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
、
当
該
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
者
に
限
る
。

役
員
及
び
上
級
管
理
職

(a)

当
該
企
業
又
は
そ
の
一
部
門
を
主
と
し
て
指
示
す
る
自
然
人
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
の
上
級
役
員
、
役
員
会
又
は
株
主

か
ら
一
般
的
な
監
督
又
は
指
示
の
み
を
受
け
る
も
の
（
当
該
企
業
の
実
際
の
製
造
工
程
に
関
連
す
る
業
務
を
直
接
行
う
自

然
人
を
除
く
。
）

専
門
家

(b)

高
度
の
資
格
を
有
す
る
自
然
人
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
の
製
造
、
研
究
設
備
、
技
術
又
は
経
営
の
分
野
に
お
け
る
高
度

の
水
準
の
専
門
知
識
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
製
造
工
程
に
つ
い
て
当
該
企
業
内
に
お
い
て
重
要
な
職
責
を
有
す
る
も
の

３

ス
イ
ス
に
移
動
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者

業
務
上
の
拠
点
の
設
立
に
責
任
を
負
う
短
期
の
商
用
訪
問
者

(a)

ス
イ
ス
に
業
務
上
の
拠
点
を
有
し
な
い
企
業
で
あ
っ
て
ス
イ
ス
外
に
あ
る
も
の
の
被
用
者
で
あ
る
自
然
人
が
、
ス
イ
ス

へ
の
入
国
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
企
業
の
被
用
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
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て
、
当
該
自
然
人
が
２

に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
自
然
人
。
た
だ
し
、
当
該
自
然
人
に
つ
い
て
は
、

(a)

ス
イ
ス
に
当
該
企
業
の
業
務
上
の
拠
点
を
設
立
す
る
目
的
で
ス
イ
ス
に
入
国
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

物
品
の
販
売
契
約
の
締
結
に
従
事
す
る
者

(b)

企
業
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
、
又
は
委
任
を
受
け
て
い
る
自
然
人
が
、
当
該
自
然
人
を
雇
用
し
、
又
は
委
任
を
与
え
て
い

る
当
該
企
業
に
代
わ
っ
て
物
品
の
販
売
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
ス
イ
ス
に
一
時
的
に
滞
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
自
然

人
。
当
該
販
売
契
約
の
締
結
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
公
衆
に
対
し
て
物
品
を
直
接
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
一
般
規
定
、
条
件
及
び
制
限

１

第
七
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
２
及
び
３
に
定
義
す
る
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
約
束
に
つ
い
て

は
、
ス
イ
ス
の
関
係
法
令
（
特
に
、
外
国
人
に
関
す
る
連
邦
法
（
Ｌ
Ｅ
ｔ
ｒ
、
Ｒ
Ｓ

一
四
二
・
二
〇
）
）
及
び
そ
の
下
位

法
令
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

前
条
２
に
定
義
す
る
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
期
間
に
つ
い
て
は
、
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
五
年
間
ま
で
を
限

度
と
し
て
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
に
限
る
。
同
条
３
に
定
義
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
期
間
に
つ

い
て
は
、
一
年
に
つ
き
九
十
日
間
に
限
る
。
当
該
同
条
３
に
定
義
す
る
他
の
重
要
な
職
責
を
有
す
る
者
の
滞
在
許
可
が
翌
年
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に
つ
い
て
更
新
さ
れ
る
場
合
に
は
、
更
新
を
申
請
す
る
当
該
自
然
人
は
、
更
新
前
と
更
新
後
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
二
回
の
滞

在
期
間
の
間
に
、
少
な
く
と
も
二
箇
月
間
ス
イ
ス
外
に
滞
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
自
然
人
の
数
の
上
限
に
つ
い
て
の
ス
イ
ス
法
の
規
定
は
、
前
条
２
及
び
３
に
定

義
す
る
分
類
に
該
当
す
る
日
本
国
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５

ス
イ
ス
に
お
け
る
雇
用
期
間
に
制
限
の
な
い
雇
用
契
約
に
基
づ
く
無
期
限
の
又
は
更
新
可
能
な
在
留
許
可
に
よ
っ
て
ス
イ

ス
へ
入
国
し
、
又
は
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
又
は
一
時
的
な
雇
用
を

目
的
と
し
て
ス
イ
ス
へ
入
国
し
、
又
は
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
自
然
人
と
は
み
な
さ
な
い
。

第
七
条

定
義

第
六
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
第
四
十
四
条

、

、

、

、

及
び

に
規
定
す

(b)

(f)

(g)

(h)

(k)

(l)

る
定
義
を
準
用
す
る
。


